
安
心
で
き
る
高
齢
社
会
を
め
ざ
し
、
お
年
寄
り
の
生

活
を
支
え
て
く
れ
る
便
利
な
介
護
保
険
制
度
。
そ
の
制

度
や
申
請
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
お
さ
ら

い
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
、
利
用
す
る

か
た
の
希
望
を
尊
重
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
安

心
し
て
受
け
ら
れ
る
の
が
「
介
護
保
険
制

度
」
で
す
。

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
六
十
五
歳
以
上(

第
一
号

被
保
険
者)

の
か
た
の
場
合
、
寝
た
き
り
や

痴
呆
な
ど
で
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
、
ま
た
は
、
日
常
生
活
に
支
援
が
必
要

な
状
態
に
あ
る
か
た
で
す
。

ま
た
、
四
十
〜
六
十
四
歳(

第
二
号
被
保

険
者)

の
か
た
に
つ
い
て
は
、
老
化
が
原
因

と
さ
れ
る
特
定
疾
病(

初
老
期
痴
呆
や
脳
血

管
疾
患
な
ど)

で
、
介
護
や
支
援
が
必
要
に

な
っ
た
か
た
が
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い
人
が
自
分

で
申
請
で
き
な
い
場
合
に
は
、
ご
家
族
が

申
請
を
し
た
り
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

や
介
護
保
険
施
設
に
無
料
で
申
請
を
代
行

し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
を
代
行
し
て
く
れ
る
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
や
介
護
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、

介
護
保
険
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
は
、
介
護
保
険
課
、
土
崎
支
所
、

新
屋
支
所
、
市
内
十
三
か
所
の
地
域
セ
ン

タ
ー
で
、
平
日
に
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
請
書
は
介
護
保
険
課
、
土
崎
支
所
、
新

屋
支
所
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー
の
ほ
か
、
在

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
や
社
会
福
祉
協
議

会
な
ど
で
さ
し
あ
げ
ま
す
。

市
で
は
申
請
を
受
け
る
と
訪
問
調
査
を

行
い
、
そ
の
結
果
と
主
治
医
の
意
見
書
を
も

と
に
介
護
保
険
認
定
審
査
会
で
審
査
・
判

定
し
、
一
か
月
以
内
に
介
護
度
の
認
定
が

決
ま
り
ま
す
。

な
お
、
サ
ー
ビ
ス
は
、
緊
急
の
場
合
は

認
定
前
で
も
利
用
で
き
る
の
で
安
心
で
す
。

利
用
者
の
負
担
は
、
か
か
っ
た
費
用
の

一
割
で
す(

施
設
入
所
の
場
合
は
、
食
事
な

ど
の
利
用
者
負
担
額
も
あ
り)

。
な
お
、
利

用
者
負
担
に
は
上
限
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、

同
一
世
帯
の
利
用
者
負
担
の
合
計
が
上
限

を
超
え
た
場
合
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
は

利
用
者
の
希
望
を
尊
重
し
ま
す

申
請
は
無
料
で
代
行
！

サ
ー
ビ
ス
は
認
定
前
で
も
利
用
可

介護保険の申請用紙とパンフレット

介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
負
担
金
は
一
割
で
す

申申
請請
もも
利利
用用
もも

簡簡
単単
、、
便便
利利
でで
すす
。。

温かく、支えています

介護保険制度についてのお問い合わせは、介護
保険課へどうぞ。q(866)2407

04

介護保険
介護保険課で、父の介護申請をする小林さん


